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消 費 者 相 談 窓 口

新生活スタート応援！　契約時に注意したいポイント!
契約するかどうかの判断は慎重に
　◆「今だけのお得なキャンペーン」などと勧められる場合がありますが、迷ったら契約しないことも大切です。
　◆ 高額な契約は、あらかじめ、契約内容を十分に確認し、周りの人に相談しましょう。
ローン（借金）・投資話はよく考えて
　◆「必ず儲かる」と触れ込み、学生ローンで、借金をしてでも契約を勧めるような悪質業者もいます。
　　そうした勧誘は直ちに断りましょう。
　◆「必ず儲かる」ということはありません。
インターネット通販は事業者・内容を事前にチェック
　◆ネット通販は手軽で便利でも、「商品が届かない」、「定期購入になっていた」といったトラブルに遭うこともあります。
　◆契約内容や事業者の情報などをよく確認しましょう。
知らない人のSNS情報は確認をしっかりと
　◆「SNSで知り合った人」の情報やSNSの書き込みが被害のきっかけになることも。
　◆SNSでのやりとりをうのみにしてはいけません。

長万部町役場産業振興課　☎2－2455
消費者ホットライン（局番なし）１８８（函館消費者センター又は国民生活センターへ繋がります）

（消費者トラブル　ひとりで悩まず　すぐ相談）

相
談
先

１　子供を始めとする歩行者の安全の確保
　●�　通園・通学をする子供たちを交通事故から守りましょう！
　　�　家庭や地域の大人が手本となって、基本的なルールや
マナーを教え、交通安全意識を高めていきましょう。

２  高齢運転者等の安全運転の励行
　●�　高齢運転者の皆さん、交通ルール・マナーを守り安全
運転を！

　　�　信号機や一時停止の標識などを見落とさないように気
をつけましょう。

　　�　ブレーキとアクセルの踏み間違いに気をつけましょう。
３　自転車の安全利用の推進
　●�　自転車も「クルマ」です！
　　�　自転車に乗るときは、「自転車安全利用五則」を守り
ましょう！

　　　①　自転車は、車道が原則、歩道は例外
　　　②　車道は左側を通行
　　　③　歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
　　　④　安全ルールを守る
　　　⑤　子供はヘルメットを着用

４　全ての座席のシートベルトの着用
　●�　シートベルトは命綱！
　　�　自動車に乗ったら、全ての座席で必ずシートベルトを
正しく着用しましょう。

　　�　６歳以上であっても、体格等の状況によりシートベル
トを適切に着用させることができない子供には、チャイ
ルドシートを使用するようにしましょう。

５　飲酒運転の根絶
　●�　道民一人一人が、「飲酒運転をしない、させない、許
さない」という強い気持ちで北海道から飲酒運転を根絶
しましょう。

６　４月10日（金）は、「交通事故死ゼロを目指す日」です！
　�　一人一人が交通ルールを正しく守
　り、思いやりのある交通マナーで、
　交通事故死ゼロを目指しましょう。
　�　ドライバーのみなさんは、スピー
　ドの出し過ぎ、無理な追越しは絶対
　にやめましょう。

★運動期間　４月６日（月）～４月15日（水）の10日間
★交通事故防止のポイント

クレジットや借金に
困ったら

話が違う！
解約できるかな？

と思ったら

これって
ネットトラブル？

と思ったら

（有料広告）


